
財団法人マルセンスポ－ツ・文化振興財団 

表  彰  規  程 

                        （平成１６年３月２６日 理事・評議員会） 

                         (平成２２年３月３１日 一部改正) 

(目    的) 

第 １ 条 この規程は、財団法人マルセンスポ－ツ・文化振興財団（以下「財団」という）が寄

附行為第４条第２号にもとづく表彰事業を実施するための基準及び手続を定めることを目的

とする。 

 

（種    別） 

第 ２ 条 財団は、岡山県のスポ－ツ・文化の振興及び発展に寄与することを目的として、次の 

  表彰を行う。 

  １ スポーツ活動に対する表彰 

(1)   マルセンスボ－ツ大賞 

当該年度における国際大会・全国大会等において特に優秀な成績を収めた個人、団体 

      又はスポ－ツの振興に多大な功績のあった者。 

(2)   マルセンスポ－ツ賞 

当該年度における国際大会・全国大会等において優秀な成績を収めた個人、団体又は

スポ－ツの振興に多大な功績のあった者。 

  2 文化活動に対する表彰 

(1)   マルセン文化大賞 

当該年度において文化の振興に著しく貢献した個人又は団体。 

(2)   マルセン文化賞 

   当該年度において文化の振興に貢献した個人又は団体。 

  3 スポーツ・文化特別表彰                             

(1)   マルセン栄誉大賞 

 マルセンスポーツ大賞・マルセン文化大賞受賞者で、更なる功績を挙げた者。 

(2)  マルセン特別賞 

 マルセンスポーツ賞・マルセン文化賞と同程度の功績等を挙げた者。 

 

（対    象） 

第 ３ 条 財団の表彰は、岡山県内に所在する団体又は居住する個人、若しくは岡山県ゆかり者 

 であること。 

     

（副 賞 金 額） 

第 ４ 条 副賞の金額は、理事会で定めた予算の範囲内とする。         

     

（対 象 期 間） 

第 ５ 条 対象となる期間は、原則として 4 月１日から３月３１日までとする。 

 



（連 続 表 彰） 

第 ６ 条 連続表彰は、原則として行わない。ただし実績により、前回以上の成績を修めた者を 

表彰候補とすることができる。 

 

（推    薦） 

第 ７ 条 財団は、公の機関、スポ－ツ・文化関係機関（団体）等から、表彰候補者の推薦を受

けるものとする。 

 

 （選考委員会） 

第 ８ 条 選考委員は、スポ－ツ・文化の関係者及び学識経験者並びに財団関係者の中から財団

が委嘱する委員で構成する。 

      

（選    考） 

第 ９ 条 財団は,別に定める期間に選考委員会を開き、第 7 条で推薦された候補者の中から、

財団の定める基準をもって若干名ずつを選考する。 

  ２  受賞者は、理事長が選考委員会の選考結果の報告を受け、財団の理事の過半数の 

     同意を経て決定する。 

 

（表    彰） 

第 １０ 条 理事長は、毎年 1 回、受賞者を表彰式において表彰し、表彰状と副賞を贈呈する。 

 

（補     則） 

第１０条  この規程を改廃する場合は、理事会の承認を経て行うものとする。 

  ２  この規程の実施に必要な事項は、理事長が定める。 

 

   附  則  

この規程は、平成１６年度の表彰式から適用する。 

この規程は、平成２２年度から適用する。 

 第３条中、岡山県ゆかりの者とは、次のとおり 

 ・ 岡山県出身者 

 ・ 岡山県内の学校等を卒業した者 

 ・ 岡山県内に就職・在職経験のある者等 

 


